
佐倉市水道事業供給要綱（改正案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、給水申請者（以下「申請者」という。）が佐倉市水道事

業から水道水の供給を受ける場合の事前協議及び工事の費用負担について定

めるものとする。 

 （事前協議） 

第２条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上水道の整備に関

することについて事前に管理者と協議するものとする。ただし、第２号から

第５号までに規定する場合において、１日の最大計画給水量が５㎥未満のと

きは、この限りでない。 

（１）配水管（配水補助管も含む。）の布設及び布設替えが必要な場合 

（２）開発事業の開発面積が５００㎡以上の場合 

（３）建築物を建築しようとする場合で、当該建築物の１階を除く延床面積

と敷地面積の合計が５００㎡以上の場合 

（４）開発事業又は区画整理事業による協議が完了後の区画割変更に伴う給

水管取り出しを必要とする場合 

（５）将来的に宅地造成等の開発事業を行う目的で、建築物の建築に先立っ

て給水管の取出工事を実施する場合 

２ 前項の定めるもののほか、大規模な宅地開発（佐倉市宅地開発指導要綱に

基づく開発区域が１０ha以上のもの）については、別に管理者と協定書を締

結するものとする。 

 （工事負担金） 

第３条 工事負担金は、配水管等の設置に要する費用を基準とし、次に掲げる

費用の額の合計に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。 

（１）工事設計金額 

（２）設計手数料（工事設計金額の１００分の４） 

（３）監理手数料（工事設計金額の１００分の４） 

（４）事務手数料（工事設計金額の１００分の２） 

２ 管理者が申請者において設計することを認めた場合は、前項の設計手数料

を免除するものとする。 

３ 管理者が申請者において工事施工することを認めた場合は、工事設計金額



の納入は、必要としない。この場合において、申請者は、工事完了後におい

て、速やかに完成届、検査願い等の提出を行い、検査に合格したときは、当

該施設を寄附するものとする。 

 （負担の特例） 

第４条 申請者が未給水地区に現に居住する者であるときにおける前条の工事

負担金の負担割合は、２分の１とする。この場合において、原則として、給

水可能となる地区の全世帯が井水から水道へ切り替えることに同意している

ことを布設の条件とする。 

２ 前項の規定による申請の場合で、当該申請が前条第３項に該当するときは

、管理者は、当該施設の採納の後、工事設計金額の２分の１に相当する額を

施工業者に支払うものとする。 

３ 前条及び第１項の規定にかかわらず、区画整理事業（組合施工の場合に限

る。）の施工区域内で都市計画道路として決定された箇所において、口径２

００ｍｍ以上の配水管は、管理者が布設するものとし、工事負担金を徴しな

い。 

 （負担金の納入時期） 

第５条 工事負担金は、工事施工前に納付するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による納付の時期について、特に変更を必要と認め

た場合は、別に定めることが出来るものとする。 

 （布設基準） 

第６条 公道、私道を問わず、原則として、給水管の縦断布設は、行わず、口

径７５ｍｍ以上の配水管を布設する。 

２ 口径５０ｍｍの配水管の布設は、原則として、次に掲げる要件を満たすも

のについて可能とする。 

（１）給水戸数は、１０戸を限度とすること。 

（２）布設の延長は、おおむね６０ｍ以内とすること。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

（施行年月日） 

１ この要綱は、昭和６０年７月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正前の佐倉市水道事業供給要綱による原水分担金は開発負担金、給水負

担金は加入負担金とし、施行日前に協定したものについては、なお、従前の

例による。 

附 則 

（施行年月日） 

１ この要綱は、平成２年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に協定したものについては、なお、従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、公示の日から施行し、平成２年９月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に協定したものについては、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に協議したものについては、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に協議したものについては、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日前に協議したものについては、なお、従前の例による。 


